
　静岡市行政手続条例第37条第４項各号のいずれかに該当することを理由として、意見公募手続を実施しないで規則等を定めたものです。

【令和7年度】

№ 規則等の題名 担当課 適用除外規定 理由 公布日等

1 静岡市心身障害者扶養共済条例施行規則の一部を改正する規則 障害者支援推進課
第37条第4項第2号
第37条第4条第3号

　この規則は、静岡市心身障害者扶養共済制度の掛金の納
付又は年金の給付に係る規定を改正するものであって、納
付すべき金銭について定める条例の施行に関し必要な事項
を定める規則等又は予算の定めるところにより金銭の給付
決定を行うために必要となる事項を定める規則等に該当す
るため

令和7年4月1日

2
静岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
施行条例等施行規則の一部を改正する規則

障害者支援推進課 第37条第4項第7号

　この規則は、児童福祉法施行令等の一部を改正する政令
（令和７年政令第202号）、行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正
する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に
関する省令（令和６年厚生労働省令第119号）、障害者の日
常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規
則の一部を改正する命令（令和６年内閣府・厚生労働省令
第16号）、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律等の一部を改正する法律（令和４年法律第
104号）の施行に伴い、規則で定める各種様式の表記を修正
するものであり、他の法令の改正に伴い当然必要とされる
様式の表記の整理及び様式の形式的な変更であるため

令和7年6月30日

3 静岡市立こども園条例施行規則の一部を改正する規則 こども園運営課
第37条第4項第2号
第37条第4項第7号

　本件規則のうち、その一部の改正規定は、静岡市立こど
も園条例の一部を改正する条例（令和７年静岡市条例第27
号）の施行に伴い、乳児等通園支援事業の使用料を設定す
るものであり、納付すべき金銭について定める条例の施行
に関し必要な事項を定める規則等に該当し、また、その他
の改正規定は、形式的な変更を内容とするものであり、意
見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規
則で定めるものを内容とする規則等に該当するため

令和7年6月30日

4 静岡市待機児童園条例施行規則の一部を改正する規則 こども園運営課
第37条第4項第2号
第37条第4項第7号

　本件規則のうち、その一部の改正規定は、静岡市待機児
童園条例の一部を改正する条例（令和７年静岡市条例第28
号）の施行に伴い、乳児等通園支援事業の使用料を設定す
るものであり、納付すべき金銭について定める条例の施行
に関し必要な事項を定める規則等に該当し、また、その他
の改正規定は、形式的な変更を内容とするものであり、意
見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として規
則で定めるものを内容とする規則等に該当するため

令和7年6月30日

5 静岡市子ども・子育て支援法等施行細則の一部を改正する規則 こども家庭福祉課 第37条第4項第3号

　本件規則は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する
法律（令和６年法律第47号）の施行により、妊婦のための
支援給付が創設されたことに伴い、当該給付に必要な様式
を定める規則に当たるため

令和7年7月16日

6 静岡市介護保険条例等施行規則の一部を改正する規則 介護保険課 第37条第4項第2号

　一部改正した静岡市介護保険条例等施行規則（平成15年
静岡市規則第71号）は、介護保険料等を定める静岡市介護
保険条例（平成15年静岡市条例第108号）の施行に関し必要
な事項を定める規則であり、これは、同号の納付すべき金
銭について定める条例の施行に関し必要な事項を定める規
則等に該当するため

令和7年7月23日

7 静岡市林業センター条例施行規則を廃止する規則 中山間地振興課 第37条第4項第6号
静岡市林業センター条例の廃止に伴い当然必要とされる規
定の整理であるため

令和7年8月29日

8 静岡市総合運動場条例施行規則の一部を改正する規則 スポーツ振興課 第37条第4項第7号
　本件規則は、静岡市総合運動場条例の一部を改正する条
例（令和７年静岡市条例第54号）の施行に伴い、当然必要
とされる規定の整理であるため

令和7年8月29日

9
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一
部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則

障害福祉企画課 第37条第4項第7号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律等の一部を改正する法律の施行に伴い、当然必要と
される規定の整理であるため

令和7年9月22日

10 静岡市東海道広重美術館の利用料金の減額又は免除に係る基準 観光政策課 第37条第4項第2号

　この規則等は、静岡市東海道広重美術館条例施行規則
（平成20年静岡市規則第131号）第５条第１項の規定によ
る、利用料金を減額し、又は免除することができるか否か
を判断するために必要とされる基準であって、静岡市行政
手続条例第37条第４項第２号にある「納付すべき金銭につ
いて定める条例の施行に関し必要な事項を定める」規則等
に当たるため

令和7年9月22日

意見公募手続を実施しないで規則等を定めた案件一覧



　静岡市行政手続条例第37条第４項各号のいずれかに該当することを理由として、意見公募手続を実施しないで規則等を定めたものです。

【令和7年度】

№ 規則等の題名 担当課 適用除外規定 理由 公布日等

意見公募手続を実施しないで規則等を定めた案件一覧

11 静岡市介護保険条例等施行規則の一部を改正する規則 介護保険課 第37条第4項第2号

　一部改正した静岡市介護保険条例等施行規則（平成15年
静岡市規則第71号）は、介護保険料等を定める静岡市介護
保険条例（平成15年静岡市条例第108号）の施行に関し必要
な事項を定める規則であり、これは、同号の納付すべき金
銭について定める条例の施行に関し必要な事項を定める規
則等に該当するため

令和7年9月30日

12
静岡市三保真崎グラウンドゴルフ場の使用料の減額又は免除に係る審
査基準

観光政策課 第37条第4項第2号

　静岡市三保真崎グラウンドゴルフ場条例（平成25年静岡
市条例第34号）第８条の規定による、使用料を減額し、又
は免除することができるか否かを判断するために必要とさ
れる基準であって、静岡市行政手続法条例第37条第４項第
２号にある「納付すべき金銭について定める条例の施行に
関し必要な事項を定める」規則等に当たるため

令和7年10月1日

13 静岡市歴史博物館の観覧料の減額又は免除に係る審査基準 歴史文化課 第37条第4項第2号

　この規則等は、静岡市歴史博物館条例（令和３年静岡市
条例第60号）第８条の規定による観覧料の減額又は免除を
するかどうかを同条の規定に従って判断するために必要と
される基準（審査基準）であって、納付すべき金銭につい
て定める条例の施行に関し必要な事項を定める規則等に当
たるため

令和7年10月1日

14
静岡市清水駅東口クライミング場条例の使用料の減額又は免除に係る
審査基準

スポーツ振興課 第37条第4項第2号

　本件は、静岡市清水駅東口クライミング場条例７条にお
ける使用料を減額し、又は免除することができるか否かを
判断するために必要とされる審査基準であって、静岡市行
政手続法条例第37条第４項第２号の「納付すべき金銭につ
いて定める条例の施行に関し必要な事項を定める」規則等
に該当するため

令和7年10月1日

15
静岡市由比本陣施設本陣記念館の入館料の減額及び免除に係る審査基
準

観光政策課 第37条第4項第2号

　この規則等は、静岡市由比本陣施設条例（平成20年静岡
市条例第68号）第７条の規定による、入館料を減額し、又
は免除することができるか否かを判断するために必要とさ
れる基準であって、静岡市行政手続法条例第37条第４項第
２号にある「納付すべき金銭について定める条例の施行に
関し必要な事項を定める」規則等に当たるため

令和7年10月1日

16 静岡市立芹沢銈介美術館観覧料の減額又は免除に関する基準 文化政策課 第37条第4項第2号

　この規則等は、静岡市博物館条例（平成15年静岡市条例
第275号）第６条の規定による観覧料の減額又は免除をする
かどうかを同条の規定に従って判断するために必要とされ
る基準であって、納付すべき金銭について定める条例の施
行に関し必要な事項を定める規則等に当たるため

令和7年10月1日

17 静岡市立登呂博物館観覧料の減額又は免除に係る審査基準 歴史文化課 第37条第4項第2号

　この規則等は、静岡市博物館条例（平成15年静岡市条例
第275号）第６条第４項の規定による観覧料の減額又は免除
をするかどうかを同条の規定に従って判断するために必要
とされる基準（審査基準）であって、納付すべき金銭につ
いて定める条例の施行に関し必要な事項を定める規則等に
当たるため

令和7年10月1日

18 静岡市斎場条例施行規則の一部を改正する規則 戸籍管理課 第37条第4項第2号

この規則は、斎場の使用料について定める静岡市斎場条例
の施行に関して必要な事項を定めるものであり、納付すべ
き金銭について定める条例の施行に関し必要な事項を定め
る規則に該当するため

令和7年11月14日

19 静岡市重度心身障害者医療費助成規則の一部を改正する規則 障害者支援推進課 第37条第4項第3号

　本件規則は、重度心身障害者医療費の助成について、必
要な事項を定めるものであり、「予算の定めるところによ
り金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の
算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の
事項を定める規則等」に該当するため

令和7年11月28日


